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1 日本総合歯科学会認定医制度施行細則第 12条に示す本会の認める学会としては、歯学関係の国際

学会が含まれる。 

 

２ 日本総合歯科学会認定医制度施行細則第９条 4）に示す認定医認定委員会が認める講演会として

は、日本歯科医師会、都道府県歯科医師会が開催する講演会、日本歯科医学会の認定分科会およ

び専門分科会が主催する講演会、大学、同窓会主催の講演会、歯科医師臨床研修指導歯科医講習

会における講演が含まれる。 

 

 


